
                             平成 29 年 5 月吉日 

万引防止システムご利用ユーザーの皆様        

                  日本万引防止システム協会  

                             会長 戸田 秀雄 

 
 拝啓 薫風の候、皆様には益々ご隆昌のこととお慶び申し上げます。日頃、当協会の活動に

ご理解とご協力をいただき、誠に有難うございます。 

日本万引防止システム協会 

平成 29 年度通常総会       開催のご案内 

さて、当協会は平成 14 年 6 月にＥＡＳ機器の普及と業界の健全な発展を目的として設立し

１6年目を迎えます。この間、会員各社と行政を含めた関係諸団体のご理解とご支援を賜りな

がら活動を行い、多くの重要な課題に取り組んで参りました。改めてこの場をお借りして御礼

申し上げます。平成 23 年度には日本ＥＡＳ機器協議会から日本万引防止システム協会に名称

変更し、万引防止に係るシステム機器や警備の皆様が新たに加盟いただいております。 

このような状況の中で、平成 28 度の活動報告、平成 29 年度事業計画および予算案等の審議

をお願い申し上げたく、平成 29 年度通常総会を開催致します。 
 

最近の万引犯罪の状況ですが、わが国の刑法犯認知件数が、ピークの平成 14 年に比べ半減

以下になる中で、万引犯罪の減少傾向は弱く全刑法犯認知件数の 11.3％、検挙者の 3 人に 1 人

を占めるに至っています。またその特性としても高齢者の犯罪が少年を上回る社会的問題化や

組織的万引で高額被害事案が増加するなど、万引犯罪の複雑化、悪質化が目立ってきています。 

ペガサスクラブ加盟企業に対して調査されたロス対策資料によると、多くの場合、ロス対策

は現場任せで、具体的な追求をしていないことが明らかになっており、これも万引対策が進ま

ない要因になっていると思われます。 

その中にあって、常習万引や組織的大量万引に対する防止策として、従来から不審者発見の

トリガーとして効果が高い EAS 機器の設置に加え、再発防止に有効な顔認証システムなどの

防犯画像技術の導入が進み始めています。 

さらに各地域の協議会では盗難情報の共有が開始されはじめており、それらとの相乗効果で

大きく利益改善した事例をお聞きしております。しかし、この情報共有の取り組みには、同時

に情報漏洩などのリスク最小化や関係法令への対応が必要になります。 
 

それらの状況を鑑み、今年度の記念講演会は、個人情報保護委員会事務局参事官補佐・弁護

士 野呂 悠登 様に“流通業と防犯業界をめぐる改正個人情報保護法の概要”と題してお話いた

だきます。 

更に引き続き“チェーンストア勢力の在庫管理の実態”と題して、株式会社日本リテイリングセ

ンター取締役 リサーチディレクター  渥美 六雄 様にお話をいただくことに致しました。 

お客様が求めている「安全・安心・快適な環境のお店を作ること」または「不明ロスを限り

なく減少させること」を達成するため、当協会は現在の犯罪情勢、犯罪特性にマッチした新し

い万引防止システムやサービスの開発、そしてそのサポートに力を注いでいく所存です。 

ご多忙の中とは存じますが、万障お繰り合わせの上、多数ご参加くださいますよう何卒宜し

くお願い申し上げます。 

敬具 

 

 尚、参加お申し込みを別添 FAX 用紙にて 5月 31 日（水）までにご連絡くださいますよう 

お願い申し上げます。                           

以上 

 

記念講演会 

意見交換会 
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日本万引防止システム協会平成 29 年度通常総会開催概要 

 

� 日時 2017 年 6 月 8 日(木）14：00～                   （受付開始 13：30） 

第１部 総 会                              （14：00～14：40） 

ＥＡＳ機器（万引防止システム）の実態調査の報告（14：40～14：50）       

第２部 記念講演会 ※                              （15：00～16：45） 

第３部 意見交換会 ※                              （17：00～18：30） 
※当協会の関係者だけでなく、所轄官庁はじめ関連諸団体の皆様、ご利用ユーザー（ショッピン

グセンター、スーパーマーケット、ホームセンター、ドラッグストア、書店、コンビニほか）、

警備業、報道関係などの皆様が参集され、意見交換が行われます。 

 

� 開催会場 主婦会館プラザエフ  

第 1･2 部 9Ｆスズラン 第 3 部 8Ｆスイセン 

〒102-0085 東京都千代田区六番町 15 番地 TEL 03-3265-8111     

� 主催   日本万引防止システム協会（略称：JEAS） 

� 参加費  第一部・第二部は無料です。第三部は 2,000 円（税込み）です。 

� 定員   120 人（定員になり次第締め切らせていただく場合もあります） 

 

� 記念講演会 概要 （予定） 

１．“流通業と防犯業界をめぐる改正個人情報保護法の概要” 

個人情報保護委員会事務局参事官補佐・弁護士 野呂 悠登 様 

悪質化・組織化する常習万引、大量窃盗団に対し各小売業が個別に対応するには限界があ

り、被害内容や犯行手口の共有など、業界を挙げた対策が求められています。こうした一

連の万引犯罪を取り巻く諸対策を受け、個人情報保護委員会の内田企画官をお招きし、個

人情報保護法の改正趣旨や、個人情報の正しい利活用についてご教授をいただきます。 

  

２．“チェーンストア勢力の在庫管理の実態”    

株式会社日本リテイリングセンター取締役 リサーチディレクター  渥美 六雄 様 

日本リテイリングセンター「在庫管理実態調査 2016」より、不明ロス原因追究責任者の

状況より、不明ロスが障害になっている。しかし、ほとんど問題視されていないことが分

かりました。今後の対策として、業界調査統計の実施、業界調査統計の実施、米国チェー

ンの研究の必要性をご示唆いただきます。 

 

ご来場の皆様には、講演会資料やＥＡＳ機器（万引防止システム）の実態調査報告書に加え、

3 月に開催された万引対策強化国際会議の資料、平成 29 年度万引防止年間チャートなどの万

引防止の最新アイテムを贈呈いします。 
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総会会場のご案内 

 

 

    

 

お問合せ先 ： 日本万引防止システム協会 事務局    担当 福井、稲本 

  〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-2-8  中村ビル 4 階 

TEL 03－3355－2322   FAX 03－3355－2344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆JR 四ッ谷駅 麹町口前（徒歩 1 分）  
  
◆東京メトロ南北線／丸ノ内 線 

四ッ谷駅（徒歩 3 分） 

   
◆東京駅からのアクセス（約 10 分） 

JR 中央線快速で四ツ谷駅  

   
◆羽田空港からのアクセス（約 40 分） 

東京モノレール快速で浜松町→ 

JR 山手線 （内回り）神田→ 

JR 中央線快速で四ツ谷駅  
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日本万引防止システム協会平成 29 年度通常総会 

             参加申込書      

◆お申し込み方法 

 ｢参加申込書｣に必要事項をご記入のうえ、事務局まで FAX にてお申し込み下さい。 

第三部 意見交換会参加費：お一人２千円（当日会場にてお支払い下さい。領収書も準備いた

します。）。 

第一部 総会   （14:00～14:50）無料（見学できます） 

 

第二部 記念講演会（15:00～16:45）無料 

 

第三部 意見交換会（17:00～18:30）参加費 2,000 円（税込み） 

               

（希望される会へチェックをお付けください） 

 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

会社名又は 

団体名 

 

部 署 名  

 
住   所 

〒 

TEL  

FAX  

担当者 E メール  

 
1 

役職  
ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名 
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 役職 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 
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役職 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

日本万引防止システム協会事務局行き（FAX03-3355-2344） 

 

     


